
平成21年度高齢者住宅施策について  

～平成21年度高齢者住宅関係予算 主要事項～  

平成21年2月19日  

国土交通省住宅局住環境整備室  

貸住宅（地域優良賃貸住宅（高齢者型））の拡  

【制度概要】   

民間や社会福祉法人等による高齢者の身体機能の低下に対応した設計．設備などを備えた   

高齢者向けの良質な賃貸住宅の供給を促進する制度。 

再供給主体：土地所有者、社会福祉法人、医療法人、都市再生機構、地方公共団体等  

（2）供給主体が定める供給計画を知事が認定する際の基準（高齢者住まい法）   

－甘 高齢単身世帯等を入居対象とすること   

② 5戸以上の住宅を供給。住戸は、原則として、台所、トイレ、浴室等を備え、25d以上。 

高齢者の身体機能の低下に対応した設計・設備を備えること  

② 緊急時に対だしたサービスキ辛けちろニ′上  

（3）助成制度（地域優良賞貸住宅制度）   

高優賃の供給主体に補助する地方公共団体に対して、地域住宅交付金（国費45ワも）を交札  

① 建設費に対する補助（入居対象を収入分位80％以下の世帯に限った場合）  

事業主体   補助対象   
補助率   

共同施設等整備費  
民間土地所有者等  2，／3（うち国45％，地方55％・）   

加齢対応構造等整備費等  

社会福祉法人、医療法人等  建設費、買取費等   レ／3（うち国45％，地方5鍋）   

②家賃低廉化に要する費用に対する補助（入居者が収入分位40％以下の世帯の場合）   

対象世帯数に4万円／月を乗じた額を限度として助成  

【主な改正事項】  

（1）地域優良賃貸住宅制度の拡充   

・新規建設及び既存建物の改良により供給する場合の建設基準（ハリアワト基準）の緩和   

・調査設計計画費を補助対象に追加  

（2）高齢者居住安定化緊急促進事業の創設   

・高齢者生活支援施設の整備費について国が直接補助する制度の創設   

r3）高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）の改正案を国会に浸出   

・支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅制度の創設   

・高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定基準に高齢者居住安定確保計画への適合  

を追加  

（4）税制改正  

t高齢者向け優良賃貸住宅建設促遥税制（所得税・法人税ノ の延長   

・生活支援施設付き高齢者向け優良賃貸住宅について、高齢者向け優良賃貸住宅建設  

促進税制（所得税・法人税、固定資産税）の拡充   



公的賃貸住宅の整備にあわせて高齢者生活支援施設を整備する事業に対し、固が撃墜墜弊サ・や  

高齢者が生活支援・介護サ酬ビス等の提供を受け、安心して居住し続けることができる環境を働旨；頼妄箋去■ミ 
．＿＿＿＿ 二二二こニニ＝二＝ニニ 

支援対象のイメージ至   
－・■■－■－－■－〉－ －  一・－  －  一  

公的賃貸住宅団地の再整備  地域優良賃貸住宅   

（高齢者型）  
支援対象のイメージ∫  

※助成対象額は公的賃貸住宅の整備鎧の合割に   
団地の住宅戸数に応じた率（5～15？′も）を乗じて   

得た額が限度  

専用部分  ‡‡  
j                、、．．＿＿．∴†＿・・→J－ ・・・・－l一一  

．．．．1∴：．‥・・：＝てト・  

総合生活サービス窓口、情報提供施設、  

靂芸墓守讐ぎ完孟慾芸悪霊芸：  

公的賃貸住宅  

公的賃貸住宅  

漆摺貯藤 ≡ 国  事業者  
＿ ＿  「，J■■■暮ii蕊－ノ⊥」－－  

『．  

国  電事業者壷  
ト斗凍紺博識町野耶碗一  毒 介護関連施設 等  

1i吏－・さ1i  I/ j/ ※助成対象整備掛ま全休  
。＝嵩∴∵ ㌧イ1∵  エ串黄の15％が限度   

地域優良賃貸住宅（高齢者型）のイメージ 
嶋，  ←‘－ ■■  ・－  －  ， ●－一－  

安心住空間創出プロジェクトのイメージ  
■－1－ヽ－■■－】－▼●一■－トーーー■ト、－－I＝■，－1‥－・ ・一一－←‥ ・■－    ■ －‘‘、′■  
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高齢者向け優良賃貸住宅  
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福祉・医療等の拠点  
公的篤梢1巨たの整備  

アプリー化された住宅  
＿てね   

ハリ  

ポケットパーク  

∴．針∴∵ ㌧闇㌧   

高齢者交流施設   
在宅ケアセンター  

高齢者居住安定化緊急促進事業を活用するためには、  

薫高齢者居住安定確保法の改正により制度創設 ∴∴ こ■∴．．＿．．．．．・・－・、－l－・・・・・、－・■・    ‾   ’、 ′ ‾  ■‾ ／川アプリー化された住宅の馴㌫  高齢者交流施設  



齢者居住安定化モデル事業の事業提案承び選定方法（零）∴予で  
ー■l－■■■■■■▼・■‾’’一■ ● ■・－1  

①住宅・施設※の整備事業（新築、取得‥補助率…0、改修：補助率2／3） 
※高齢者の交流施設、生活相談所等の高齢者生活支援施設等  吟例高齢者生さ去支援施設を核に、複数の高齢者向け住宅を整備  

②技術の検証事業（補助率2J3）  

居住者実験、社会実験等  
礫  

③情報提供一普及事業（補助率2J3）  

Jぎ  1  

／√′」、、＼ノウノLJ‾1  

、ナ  ／（  
…‥‥‥’’‖■■‾‥●‾■‾‾－‥ ‾‥－－－け‥－‾「‥■’‥－‾ －、  －  

、   、 t7i■＿「一  1提案（禎数年度にわたる事業を含轟  

あたりの補助額の上限は3億円  

住宅等の整備 200万円／戸  
（高齢者が集任する住宅など2000万円／′件）ミ  

Ⅰ、  ノ  

施設等の経常的運営経費は原則ヰ象示  

介護保険、医療保険の綺付対象となる  

【詳細の視点】  

●特定・地域的課題に対し的確な手段による解決方策が提示される星認諾g圭′、・浴酢髄㌧∴ ノ   

例認知症高齢者に適した住まいや住環境、中山間地域等における効率的な生活支掛介護等  
●住まい等に関する先導技術、創意工夫を含んでいる【創意工夫】   

「恕費は対象外  ト、－▼．，  例狭小敷地t住宅等制約条件がある場合のバリアフリー改修技術等  

●地域の関係主体による高齢者への支援体制整備が図られる監鮭渡体制茎   

例高齢者の見守り、緊急時対応、生活支援等における地域の関係主体との連携取組みの永続性の確保等  
● 一般への普及可能性に特に優れている【普及可能性】   

例汎用性、コストの抑制、普及啓発等の点で特に優れた提案等  
●介護予防等の効果、地域の活性化等の副次的効果が期待できる指貫鋸喜三言   

例多世代交流、コミュニティミックス、UJlターン促進等による高齢者の支援体制強化、地域活性化等  
・・  ∴・・・ ・．； ∴！●こ・ト ・∴、－∴ いt：－、一 ・●・－・－・・  

…・  ・・ ミー． －∫   ●∴・ －；・●1－●－ ．∫－－・～－‥  

各委員による評価  

・各評価の視点について  

3段階で評価  

－5段階の総合評価  

1
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評価委員会による選定候補  

の決定  
①住各施設の整備→整備された住宅等の公開等  

【評価の視点】  ②技術の検証   →検証成果の公表  

○ 干お菜成果に関する情報等を広く公開できる ③情報提供・普及 →事業成果等の普及活動  

〉 ヤ   
》．，，．．．。．．，仰【仲間小門【∫．  
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